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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年４月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 安全阻害 

発生日時 平成２４年１２月３日 １５時４５分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第３区の大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地安定型

船積みバース 

 大阪府堺市所在の堺浜寺北防波堤灯台から真方位０１９°２,６２０ｍ付

近 

 （概位 北緯３４°３４.８′ 東経１３５°２５.１′） 

インシデント調査の経過  平成２４年１２月４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 大開
だいかい

３号、１９トン 

   ２７３－５９９４大阪、大阪湾開発管理株式会社（Ａ社） 

   １３.４５ｍ×７.５０ｍ×２.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,４１２kＷ（合計）、平成４年１月 

Ｂ バージ ＢＧ－３０３、約１,９００ｔ積 

   なし、Ａ社 

   ５１.５０ｍ×１３.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成３年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし（積荷は、温度が上昇して蓄熱した状態が本インシデント後

２日間に及んだ） 

 インシデントの経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船首をＢ船の船尾凹部に嵌
かん

合

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、阪神港堺泉北

第３区の大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「本件事業者」とい

う。）堺基地の管理型船積みバース（北側ステージ）において、Ｂ船

に廃棄物約７２６ｔ（以下「本件積荷」という。）を積載したのち、

船長Ａは、Ａ船押船列を約５０ｍ南方の安定型船積みバース（南側ス

テージ）に移動させて翌朝の出航まで待機させることとし、平成２４
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年１２月３日１１時３０分ごろ乗組員全員が下船してＡ船押船列を無

人とした。 

 本件事業者の職員は、堺基地内を巡回中、１５時４５分ごろ南側ス

テージ付近の岸壁に至った所で破裂音を聞いてＢ船の船倉から湯気の

ようなものが出ていることに気付き、北側ステージ上で作業中の職員

（廃棄物を運んできたトラックを誘導する作業担当者）にＢ船の様子

を上から見るように連絡したところ、ステージ上の職員は、Ｂ船から

上がっている煙を発見した。 

 本件事業者の職員は、発煙を止めるために散水したところ、炎が出

たので中止して堺海上保安署に通報した。 

 堺海上保安署は、堺市消防局に通報を行い、堺市消防局は、消防車

等を出動させて１６時２５分ごろ到着し、消防署員が、本件積荷の種

類、放水した場合の危険性等を確認したのち、１７時０２分ごろから

放水を始め、１７時３０分ごろ発煙が収まった。 

 船長Ａは、１６時３０分ごろＡ社担当者から本件積荷から出火した

との電話連絡を受け、１７時３０分ごろＡ船押船列に到着した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本件積荷は、管理型廃棄物に分類され、市町村のゴミ焼却施設から

排出された一般廃棄物（ばいじん処理物、焼却灰）、事業場や中間処

理業者から排出された産業廃棄物（汚泥Ｂ、下水汚泥ばいじん、鉱

滓
さい

）等であり、本インシデント当日に堺基地へ搬入された約６２３ｔ及び

同基地のストックヤード（一時保管場所）に保管されていた約１０３

ｔであった。 

 船長Ａは、Ａ社に入社して以来、大阪湾の埋立工事に係る廃棄物の

運搬業務に約１２年従事し、その間、積荷から出火したことはなかっ

た。 

 本件事業者の担当者は、本件積荷が阪神港大阪第６区の大阪沖埋立

処分場に陸揚げされたのち、発煙箇所周辺の積荷を確認した際、固形

化した灰
かい

白
はく

色
しょく

及び白色の物質の付近で水蒸気が発生しており、蓄熱

を認めた。 

 汚泥Ｂは、本件積荷のうち、白色系の廃棄物が多く含まれ、また、

流動性がある廃棄物であり、本件事業者の受入れ基準に従い、含水率

を８５％以下に脱水した上で堺基地に搬入されていたが、廃棄物の含

水率を低減し、また、運搬時の取扱いを容易にする理由で粒状程度に

まで固形化させるため、石灰や固化剤を混ぜる処理工程において、水

和熱（水とセメントとが反応する際に発生する熱）が発生していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船押船列は、阪神港堺泉北第３区の本件事業者堺基地の南側ステ

ージで係留中、本件積荷のうちの汚泥Ｂが、含水率を低減し、粒状程

度に固形化するために混ぜられた石灰や固化剤と汚泥Ｂ自体に含まれ

る水分又は汚泥Ｂ以外の本件積荷に含まれる水分が反応したことか

ら、温度が上昇して発煙し、安全が阻害されたものと考えられる。 

 本件事業者の職員は、発煙を止めようとして散水した際、炎が発生

したが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、Ａ船押船列が、阪神港堺泉北第３区の本件事業

者堺基地の南側ステージで係留中、本件積荷のうちの汚泥Ｂが、石灰

や固化剤と汚泥Ｂ自体に含まれる水分又は汚泥Ｂ以外の本件積荷に含

まれる水分が反応したため、温度が上昇して発煙したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  本件事業者は、本インシデント後、次の再発防止策を講じた。 

 ・受入れ廃棄物の温度チェックの強化として温度計を備えて計測を

行うこととし、チェックシートに温度を記入するようにした。 

 ・廃棄物の排出事業者及び収集運搬業者に対して発熱や反応が終了

していない物を搬入しないよう周知した。 

 ・船積みに係る廃棄物の状況確認を徹底するため、積込み終了後及

び出航前、船倉に発煙等がないことを目視により確認することと

した。 

 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

 ・発煙を認めて散水した際に炎が発生した場合は、散水を中止して

消防に通報すること。 

 




